
● 変更内容により、提出する期限が異なります。

● 千葉労働局職業対策課分室　または　管轄のハローワーク

〒２６０－００１３

千葉県千葉市中央区中央３－３－１
フジモト第一生命ビル５階

千葉労働局 職業安定部 職業対策課分室

TEL０４３－４４１－５６７８

● 制度が複雑なため出来る限り千葉労働局職業対策課分室にご提出ください。

　事業所名 受理日 受理者

◎機器の導入予定日や導入・運用計画期間を変更

変更後の機器の導入予定日の属する月の前月末まで

◎導入・運用計画期間を延長又は短縮

変更前又は変更後の計画期間の末日のいずれか早い日まで

◎新規創業事業主で事業開始日を変更

変更後の事業開始日の属する月の前月末まで

◎導入機器の使用を徹底するための研修内容を変更

研修費用に変更がある場合は、研修実施日の属する月の前月末まで

チェック欄

☑ 事業主 所 局

1 □

2 □

◎導入機器の内容を変更

機器導入日の属する月の前月末まで

チェック欄

☑ 事業主 所 局

1 □

2 □

3 導入する介護機器を確認できる書類 □

千葉労働局様式（Ｒ5.4）

計画変更書の提出期間

提 出 先

提 出 書 類

【　計画変更（導入・運用）】人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）
提出書類のご案内

枚数記入欄

　HW　　　　　局

「人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）
導入・運用計画（変更）書」

（様式第ｂ-1号）

「人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）
導入・運用計画対象経費内訳書【計画提出時】」

（様式第ｂ-1号　別紙1）

必　須　提　出　書　類

必　須　提　出　書　類
枚数記入欄

「人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）
導入・運用計画（変更）書」

（様式第ｂ-1号）

「人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）
導入・運用計画対象経費内訳書【計画提出時】」

（様式第ｂ-1号　別紙1）

カタログ・価格表及び見積書
等（写）

千葉労働局職業対策課分室　・　ハローワーク（公共職業安定所）


